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制度に関するお問い合せ先

◆申請に関するお問い合せ先

※美波町での申請は５月上旬からを予定しています。対象と思われる方には申請書を送付いたします。

役場住民生活課　☎ 0884-77-3613

◆厚生労働省給付金専用ダイヤル

□I P電話からおかけの場合：03-6627-1290　06-7731-2370　□FAXでお問い合せの場合：06-6645-6278

オー ! み な いい きゅう ふ

☎ 0570-0 3 7 -1 9 2  ９時～18時（平日のみ）


